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日程第21 議案第18号 三朝町被災者住宅再建等支援条例の一部改正について

日程第22 議案第19号 三朝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例及び三朝町消
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説明のため出席した者の職氏名

町長 松 浦 弘 幸 副町長 赤 坂 英 樹

教育長 西 田 寛 司 総務課長 椎 名 克 秀
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社会教育課長 山 本 達 哉 図書館長 新 寛
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午前１０時０２分開会

○議長（清水 成眞君） ただいまの出席議員は１２名であります。定足数に達しておりますので、

これより令和３年第２回三朝町議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

本日届出のあった欠席者は議員、当局ともございません。以上、報告いたします。

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（清水 成眞君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員の指名は、会議規則第１１８条の規定により、７番、遠藤勝太郎議員、８番、

福田茂樹議員を指名いたします。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○議長（清水 成眞君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から１９日までの１５日間といたしたいと思い

ます。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（清水 成眞君） 御異議なしと認めます。よって、会期は、本日から１９日までの１５日

間と決定いたしました。

１５日間の日程につきましては、お手元にお配りしている日程予定表のとおりといたしたいと

思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（清水 成眞君） 御異議なしと認めます。よって、１５日間の日程は、日程予定表のとお

りと決定いたしました。

・ ・

日程第３ 諸般の報告

○議長（清水 成眞君） 日程第３、諸般の報告を願います。

例月出納検査の令和３年１月分の結果報告書が監査委員から提出されておりますので、閲覧願

います。

・ ・
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日程第４ 行政報告

○議長（清水 成眞君） 日程第４、行政報告を行います。

松浦町長。

○町長（松浦 弘幸君） おはようございます。行政報告を申し上げます。

初めに、年末からの大雪の中での年越しとなった今年、新型コロナウイルス感染症は年明け以

降も拡大が続き、首都圏を中心に感染拡大地域において２か月にわたり緊急事態宣言が再発令さ

れるなど、人の移動や社会、経済活動に大きな制約を受けてまいりました。

一方、新型コロナウイルス対策の切り札として期待されているワクチン接種については、よう

やく医療従事者等への先行接種が始まり、４月以降の町民への接種に備え、本町におきましても

接種券の発送等に向け具体的に準備を進めているところです。現在までのところワクチンの確保

等について確定しない状況もありますが、早期かつ確実に町民皆さんに情報を伝え、安心して効

率的に接種していただけることができるよう努めていきたいと考えています。

次に、第６８回三朝町成人式を１月１０日に町総合文化ホールで開催し、新成人７１人のうち

５０人に出席いただき、成人への門出を祝いました。今年の成人式は、新型コロナウイルス感染

防止対策を十分に行うため、残念ながら御家族の皆さんの入場は御遠慮いただきましたが、代わ

りに式典の様子をライブ配信し、多くの皆さんに御覧いただきました。成人式の様子をこのよう

な形でお伝えしたのは初の試みでしたが、町の情報発信の手段として今後もこのような手法を効

果的に活用していきたいと考えたところです。

次に、本町の現状や将来に関心を持っていただきたいと、三朝中学校の２年生を対象に、中学

生による三朝町の未来を語る会を２月１５日に開催しました。初の開催となった今年は、第１１

次総合計画で示している分野別の将来像をテーマとしながら、５５人の生徒が５つの班に分かれ、

それぞれに割り当てられたテーマに沿って、より豊かで輝く町にしていくための提案をまとめ、

発表し合いました。提案では中学生ならではの視点が随所に盛り込まれ、中学生が発起人となっ

て清掃活動を呼びかけてはどうかといった地域活動を考えたものや、自分たちで地域イベントを

企画し、地域との関わりを増やしてはどうかといったコミュニティーを考えたものなどが次々と

出されました。今回の取組は、中学生の段階で自分たちが住むまちづくりについて考えていくよ

い機会であり、今後もこのような学習を通しながら、将来に向けて自分たちの町を大切に思って

いただく機会になればと思います。

次に、かねてより、三朝温泉旅館協同組合と協議してまいりました災害時における宿泊施設の

提供に関する協定を２月１０日に締結しました。これは、大規模災害が発生した際の避難場所に
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ついて、特に配慮が必要な御家庭があった場合、旅館協同組合に加盟する宿泊施設に協力を要請

し、避難スペースの確保や入浴を提供していただくことができるようにしたものです。平成２３

年３月に発生した東日本大震災後の約１０年間で、比較的大きな自然災害が５０件以上発生し、

全国の自治体数 ７４１の全数を全える全区町村に災害全全法が全用されています。いつ、どこ

で、どのような形で起こるか分からない災害に対して、万全を期していくため、今後も多様な避

難場所等の確保に取り組んでいきたいと思います。

次に、昨年５月に着工しました三朝町住民ネットワーク光化事業整備工事は、今年度予定して

おりました局舎の整備や幹線への光ケーブルの敷設、各家庭等軒先への引込み工事が順調に進み、

新年度以降、宅内の切替え工事に向かうことができるようになりました。今回の事業が完了すれ

ば、高画質テレビ放送の視聴や高速インターネット通信の利用等が町内全域で可能となります。

これまで町全体の約８３％の世帯が本町の住民ネットワークサービスを利用されていますが、今

後もより多くの皆さんに活用されるよう、引き続き広報に努めていきたいと考えています。

最後に、長年の課題でありました町内唯一の公共交通機関であるバス路線の再編につきまして、

将来に向けて効率よく利便性を高め、かつ持続可能な生活交通としての役割を果たすことができ

るよう、様々な観点で検討を重ねてまいりました。その結果、現在の運行方法を一部見直すとと

もに、町営のデマンド運行方式も導入していきながら、今年１０月からの再編を目指していくこ

ととしました。今後、具体的にバスの運行時刻やバス停の位置、運賃等々、確定していくことに

なりますが、今後も議会や地域の皆さんの御意見を伺いながら、より皆さんが利用しやすい公共

交通の再編に向けていきたいと考えます。

以上、行政報告とさせていただきます。

・ ・

日程第５ 陳情の委員会付託

○議長（清水 成眞君） 日程第５、陳情の委員会付託を行います。

陳情第１号、「治安維持法犠牲者国家賠償法」の制定を求める意見書提出の陳情、この陳情は、

総務教育常任委員会に付託いたします。

・ ・

日程第６ 議案第３号 から 日程第２３ 議案第２０号

○議長（清水 成眞君） お諮りいたします。議事の進行上、この際、日程を変更して、日程第６

から日程第２３までの１８件の議案を一括議題といたしたいと思います。これに御異議ありませ

んか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（清水 成眞君） 御異議なしと認めます。よって、この際、日程を変更して、日程第６か

ら日程第２３まで、すなわち議案第３号から議案第２０号の１８件の議案を一括議題といたしま

す。

町長から提案理由の説明を求めます。

松浦町長。

○町長（松浦 弘幸君） 本定例議会に提案いたしました諸議案の説明に当たり、新年度に向けて

の所信の一端を申し述べ、議員をはじめ、町民の皆様方に御理解と御協力をお願いするものであ

ります。

令和２年度は、新型コロナウイルス感染症の大流行という未曽有の事態に襲われ、町内の観光

産業や関連産業も大きな打撃を受け、実施予定の各種施策も中止や計画変更を余儀なくされまし

た。本日現在も、首都圏の地域においては緊急事態宣言は継続中であり、宣言が解除された後も、

以前のような日常を取り戻すことができるまでには、いましばらく時間を要するかもしれません。

新型コロナウイルス感染症の影響は、観光業界及び関連する事業者まで計り知れないものがあり、

終息を迎えたとしても、新しい生活スタイルが生まれ、人と直接接することからオンライン社会

への移行も進んでいきます。それらに対応しなければ、経済の後遺症は克服できないことになり

ます。また、これまで抑制をしてきた人と人とのつながり、地域活動も再開する必要があります。

いつまでもコロナを理由に立ち止まっているわけにはまいりません。第１１次三朝町総合計画に

掲げる将来の三朝町のあるべき姿の実現に向けて、着実に施策を実行してまいります。

以下、令和３年度に実施予定の施策について分野ごとに申し上げます。

まず、新型コロナ感染症対策であります。感染症予防のためのワクチン接種につきましては、

ワクチン確保の見通しがはっきりしない状況ではありますが、確保次第、速やかに接種できるよ

う、国、県と連携して速やかな体制整備に努めます。コロナ禍で影響を受けている事業者に対し

ては、国、県の支援が届かない部分を中心にして、町としても独自の支援策を展開してまいりま

す。

次に、総合計画の分野ごとに申し上げます。まず、１つ目は、「感性と自立心を育む町」、主

に教育の分野でございます。懸案となっておりました小学校施設については、令和２年度に取り

まとめた施設等整備基本計画に基づき、着実に整備を進めてまいります。また、急速に進展する

社会の情報化、国際化への対応を図るための教育への要請が高まっております。これらの要請に

対応しながら、特色ある三朝町教育の展開を図ってまいります。

－８－



次に、「支え合いでつながる町」、主に防災、交通に関する分野についてでございます。安全

安心はまちづくりの基盤となります。昨年度も７月に、九州を集中豪雨が襲い、熊本県の球磨川

等で氾濫が発生するなど、甚大な被害をもたらしました。また、先日は、東日本大震災の最大級

の余震が発生し、交通や物流に大きな影響が生じたところです。三朝町には大きな被害はなかっ

たところですが、このような被害は全国のどの地域であっても起こり得る状況となっております。

今後も地域防災計画の不断の見直しを行うとともに、自全、共全、公全の役割分担の下、安心し

て地域で暮らせるよう災害に強いまちづくりを進めてまいります。また、公共交通に関しては、

利便性の向上にも配慮しながら、持続可能で未来につながる公共交通の構築に向けた取組を進め

てまいります。

次に、「いのちと健康を育む町」、主に健康と福祉の分野でございます。子育て環境について

は、引き続き切れ目のない支援の充実に努めるとともに、多様化する保育ニーズへの対応や特色

ある保育を進め、元気いっぱい笑顔で暮らせるまちづくりを目指してまいります。また、町民が

いつまでもその人らしく活躍するためには、町民の健康寿命を延ばしていくことが重要です。疾

病予防への取組では、がんや生活習慣病の早期発見、早期治療につながるよう町民一人一人が生

活習慣の改善やがん検診の受診への意識を高めていただくために、啓発の強化や保健指導等の充

実に努めます。さらに、要介護状態になる前の、いわゆるフレイル予防に取り組むなど、高齢者

が地域で生き生きと暮らせる環境づくりを進めます。

次に、「豊かな資源を生かす町」、主に産業の振興についてでございます。観光業については、

三朝温泉、三徳山の日本遺産を活用した観光振興に加えて、小鹿渓の活用整備等、その他の観光

資源についても魅力向上、掘り起こしを進めていくなど、コロナ後も見据えながら時代のニーズ

に合った観光振興を進めてまいります。農林業については、担い手確保対策を進め、持続可能な

農業を組み立てていくとともに、三朝米や三朝神倉大豆に加えて、新規作物の可能性についても

検討してまいりたいと思います。

最後に、「笑顔で元気に暮らせる町」、主に環境保全、交流、情報発信等に関する分野でござ

います。情報通信基盤整備の改修工事については、町内幹線部分の整備がほぼ完了し、各戸への

引込み等、供用開始に向けた工事を推進します。この高速大容量の情報基盤の整備は、コロナ禍

におけるリモートワークの推進はもとより地方創生や働き方改革等を実現し、ひいては町の活性

化につなげるための生活産業基盤として活用されることを期待しております。また、人口の増加

が見込めない中では、関係人口の増加も重要な課題となります。これまで交流を進めてきた各団

体との交流については、コロナ禍で直接訪問は難しい面もありますが、オンラインによる交流や
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マスクの送付等を通じて、絆はさらに深まっていると思います。これらの交流の取組をさらに進

展させるとともに、全国の地方創生の取組の中で埋没してしまわないよう情報発信に力を入れて

取り組み、関係人口の拡大に努めてまいりたいと思います。

以上、新年度に向けた所信を申し述べましたが、令和３年度の予算編成に当たりましては、ワ

クチン等の感染防止対策や町内産業の持続、再生に向けた事業者支援等のコロナ対策とコロナ後

を見据えて、第１１次三朝町総合計画の具現化を図っていくことを重点に組立てを行ったもので

ございます。町民と行政が一体となり、この大きな課題を克服し、笑顔と元気があふれ輝く三朝

町を創造していく決意でございますので、議員各位、町民の皆様方の深い御理解と御協力をお願

いするものでございます。

それでは、本議会に御提案いたしました諸議案につきまして、その概要を御説明いたします。

議案第３号、令和３年度三朝町一般会計予算であります。初めに、本町の財政見通しでござい

ます。新型コロナウイルスの感染拡大による消費の落ち込みや観光客の減少は町の経済にも大き

な影響を与えており、町税収入の大幅な減少が見込める状況にあります。全国的な税収不足を見

込んで地方財政計画で地方交付税は増額されているものの、全体としては一般財源の確保は厳し

い状況となっております。歳出面においては、情報通信基盤整備や今後見込まれる小学校の整備

等の大規模事業により、公債費が増加していくことが見込まれます。これらに加え、社会保障費

や老朽化した施設の維持修繕費など、削減困難な経費が増加傾向にあり、今後も厳しい状況が続

くことが予想されます。こうした中にあっても、財政規律を守りながら、笑顔と元気があふれ輝

く町の実現に向けて、必要な施策については積極的に予算計上することとしたものでございます。

それでは、令和３年度当初予算案の概要について御説明申し上げます。令和３年度の一般会計

予算の総額は５５予 ０００万予としております。主要な取組につきましては、その概要等を別

冊の予算説明資料に記載しておりますが、重点的に取り組むこととした事業や特徴的な点につい

て御説明申し上げたいと存じます。

最初に、新型コロナ感染症対策であります。令和３年度においては、コロナ禍の長期化による

深刻な影響を受けている町内事業者と観光商工団体の固定費の負担軽減を図るため、昨年に引き

続き、観光客減少対策支援事業を実施いたします。また、国のＧｏＴｏキャンペーンや県の各種

支援策と協調しながら、切れ目なく誘客促進を図るための三朝温泉誘客キャンペーンの実施を支

援いたします。さらに、最前線の医療や介護の現場で頑張っていただいている医療機関等に対す

る支援を実施いたします。これらに加えまして、今後提案予定の補正予算に計上する令和２年度

から繰り越しして実施する事業と併せて、コロナ対策を切れ目なく実施してまいります。
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以下、分野ごとに御説明いたします。まず、教育についてでございます。長年の懸案であった

小学校施設整備については、令和２年度に整備基本計画を取りまとめたところです。本年度は、

この計画に基づき実施設計を行い、小学校建設に向けて事業の推進を図ります。また、情報化社

会の進展に対応するため、国のＧＩＧＡスクール構想の下に、高速大容量通信ネットワーク等を

整備したところですが、タブレット端末等を活用したＩＣＴ教育充実のための指導者の研修等を

行い、ＩＣＴ機器を活用した授業の実施等により、情報化社会に対応した児童生徒を育てます。

さらに、国際感覚豊かな子供を育むため、フランスや台湾との交流事業を継続するとともに、幼

児期や小学校低学年における外国語教育も継続してまいります。

次に、安全・安心、交通等についてでございます。鳥取県中部地震の経験等を踏まえ、改定し

た地域防災計画に基づき、防災対策を進めているところですが、今年度も引き続き空き家、ブロ

ック塀等の危険な構造物の撤去を継続して実施してまいります。また、避難所でもある高勢地区

の多目的ホールの改築や竹田地区公民館の耐震改修を進めてまいります。あわせて、老朽化した

消防ポンプ車の更新や防火水槽の整備等、町内の防火体制整備を着実に実施してまいります。交

通対策については、令和元年度に策定した地域公共交通再編計画に基づき、１０月から町有償運

送の開始を予定しております。運行状況を逐次検証しながら、より便利で持続可能な交通体系の

整備を目指してまいります。

次に、健康、福祉についてでございます。新型コロナウイルスの流行で、外出や医療機関の受

診を控える傾向が見られます。これらにより、要介護状態になることのないよう、いわゆるフレ

イル予防に取り組むなど、十分な感染症対策の実施をした上で、コロナ禍での健康増進のための

施策の実施と情報提供に努め、疾病予防や早期発見に対する町民の意識向上を図ってまいります。

また、子育て支援については、引き続き子育て世代包括支援センターを中心に、総合的で切れ目

のない支援を行うとともに、第２期三朝町子ども・子育て支援事業計画に従い、質の高い教育、

保育の確保に努めてまいります。あわせて、保育環境の向上のためにＩＣＴ化を推進して、保育

士等の負担軽減を図るとともに、新たに幼保小連携コーディネーターを設置し、小学校と連携し

た幼児教育の充実を図ってまいります。

次に、産業の振興についてでございます。観光業におきましては、さきに述べた新型コロナウ

イルス対策により、事業継続支援を実施しながら、昨年オープンしたすーはー温泉の活用やキュ

リー広場の再整備、小鹿渓の整備等、コロナ後を見据えた新たな魅力づくりのための施策を実施

し、現代湯治に磨きをかけ、健康長寿の湯、三朝温泉を中心とした観光地の魅力向上に努めてま

いります。そのほか、新たに創業する事業者や空き店舗の活用支援、地域資源を活用した観光メ
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ニュー造成への支援、快全に利用できる環境整備のための既存店舗の改修支援にも引き続き取り

組み、魅力ある観光地づくりに取り組んでまいります。農業については、三朝米や三朝神倉大豆

などの特産品の販路の拡大、生産能力の拡大に引き続き重点的に取り組むほか、新たな特産品の

可能性についても研究してまいりたいと思います。また、引き続き担い手確保対策や農地の集約

化等を進め、持続可能な農業の確立に努めるとともに、近年拡大している鳥獣被害対策にも予算

を増額して取り組んでまいります。

最後に、情報化、情報発信についてでございます。町が保有する情報通信基盤整備について、

全線を光ケーブル化、いわゆるＦＴＴＨ化する工事については、町内の幹線部分の工事がおおむ

ね完成したところであり、令和３年度は各戸への引込み工事を実施して、利用へ向けた環境を整

備します。これらにより、都全部に負けない情報基盤を整備して、産業の振興や町民生活、福祉

の充実、若者の多様なニーズに対応できる生活基盤の充実を図ってまいります。また、地域おこ

し協力隊員等を活用し、新たな目線での情報発信の強化を考えております。以上が一般会計の概

要でございます。

議案第４号、令和３年度三朝町国民健康保険事業特別会計予算から議案第１３号、令和３年度

三朝町国民宿舎事業会計予算につきましては、それぞれ前年度の決算見込みなどにより推計し、

予定したものでございます。このうち簡易水道事業、下水道事業や集落排水事業におきましては、

長寿命化計画に基づく施設の改修を行うとともに、企業会計移行に向けた準備を推進してまいり

ます。国民宿舎事業におきましては、平成２９年度から実施している指定管理者による運営の最

終年度を迎えます。今後の運営方法について、現在の指定管理者等と協議を進めるとともに、公

営企業債の償還等管理経費について所要の額を計上いたしております。

以上が令和３年度の各会計の予算の概要でございます。

次に、議案第１４号、三朝町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用等に

ついての町費負担に関する条例の設定につきましては、町村の選挙における立候補に係る環境を

改善することを目的に、公職選挙法の一部が改正されたことに伴い、選挙公営の対象を全と同様

に、公費により負担できることとなりましたので、条例を制定するものでございます。

議案第１５号、三朝町調理センターの設置及び管理に関する条例の設定につきましては、三朝

町調理センターが地方教育行政の組織及び運営に関する法律及び学校給食法の規定に基づき、設

置された教育機関であることを明確にするため、条例を制定するものでございます。

議案第１６号、三朝町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例及び三朝町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正につき
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ましては、両条例の基準となっている内閣府令及び厚生労働省令の規定の一部がそれぞれ改正さ

れたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。

議案第１７号、三朝町介護保険条例の一部改正につきましては、令和３年度から令和５年度ま

で３年間の第１号被保険者の介護保険料を定めるため、本条例について所要の改正を行うもので

ございます。

議案第１８号、三朝町被災者住宅再建等支援条例の一部改正につきましては、被災者生活再建

支援法の一部改正を受け、鳥取県被災者住宅再建支援条例の一部が改正されたことから、本町に

おける関係条例について所要の改正を行うものでございます。

議案第１９号、三朝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例及び三朝町消防賞

じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の廃止につきましては、当該事務事業を新年度から鳥取

県町村総合事務組合へ移行させることに伴い、本町における条例を廃止するものであります。

議案第２０号、三朝町立福祉センターの指定管理者の指定につきましては、社会福祉法人、三

朝町社会福祉協議会を引き続き指定管理者として指定することについて、地方自治法第２４４条

の２第６項の規定により議決を求めるものであります。

以上、提案いたしました令和３年度三朝町一般会計予算をはじめとする１８件の議案につきま

して、所信の一端に触れながら提案理由の概要を御説明いたしました。よろしく御審議の上、可

決賜りますようお願い申し上げます。

○議長（清水 成眞君） これより、議案の順序により細部説明を求めます。

議案第３号、令和３年度三朝町一般会計予算について。

吉川財政課長。

○財政課長（吉川 徹君） 議案第３号、令和３年度三朝町一般会計予算について御説明申し上

げます。当初予算の全体概要につきまして、予算書と予算説明資料で御説明させていただきます。

予算書のほう御覧ください。表紙をはぐっていただきまして、令和３年度の歳入歳出予算の総

額は５５予 ０００万予としております。

債務負担行為につきましては、予算書の６ページに掲げております２事業について債務負担行

為の設定を行うものでございます。

地方債につきましては、予算書の６ページと７ページでございますが、発行総額を６予 ４２

０万予としております。

次に、予算説明資料を御覧いただければと思います。

１ページでございます。歳入歳出の予算規模につきましては５５予 ０００万予で、前年度と
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比較して４予 ４００万予の減となっております。主な増減理由につきましては、資料に記載の

とおりでございますので、御確認いただければと思います。

次に、予算説明資料４ページには、令和３年度に実施する新型コロナウイルス感染症対策に係

る主な事業を掲載しております。

５ページから９ページには、第１１次三朝町総合計画に掲げた分野別将来像に基づき、主な実

施事業について区分して掲載しておりますので、御確認いただければと思います。

１０ページから１９ページまでにつきましては、目的別、性質別の歳出の状況や町税の明細、

起債事業の内訳等について掲載しておりますので、御確認いただければと思います。

以上が一般会計予算の全体概要でございます。

続きまして、財政課所管の主な事業等について御説明申し上げます。予算説明資料の４９ペー

ジから５７ページでございます。

まず、５０ページを御覧ください。財産管理費においては、平成２９年度から日々仕訳方式に

よる新公会計制度の運用を開始しており、これに伴う必要な経費を計上しております。５１ペー

ジ、ｅ－ｍｉｓａｓａエリアネットワーク管理費では、主にＣＡＴＶ等に活用しております町の

情報通信設備の維持管理費を計上しております。次に、５７ページ、国民宿舎事業支出金では、

指定管理者による運営に移行後の企業債の償還等について、引き続き支援を行うこととしており

ます。

以上が財政課所管の主なものでございますが、このほかにも財政課が管理する観光施設、公園

等や普通財産の維持管理費について、それぞれの費目に計上しておりますので、御確認いただけ

ればと思います。

以上で、令和３年度三朝町一般会計予算の概要と財政課所管事業の細部説明とさせていただき

ます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（清水 成眞君） 次に、佐々木会計管理者。

○会計管理者（佐々木敦宏君） 会計課所管の予算につきまして説明させていただきます。

予算書の３３ページを御覧ください。予算書の中ほど、４、会計管理費の会計管理一般経費で

は、各金融機関への収納取扱い等各種手数料、源泉徴収管理システムの委託料、その他通常の会

計事務に係る一般経費を計上させていただいております。

以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（清水 成眞君） 次に、椎名総務課長。

○総務課長（椎名 克秀君） 総務課所管の予算につきまして、主なものを説明させていただきま
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す。

予算書の説明欄に沿って説明させていただきますが、予算説明資料では、２０ページから２７

ページに掲載しておりますので、併せて御覧いただければと思います。

それでは、予算書３２ページをお願いいたします。一般管理費でございますが、４行目の人事

一般管理費につきましては、職員採用試験に係る費用及び職員の人事評価研修等に係る費用を計

上しております。その４行下の職員一般研修費とその下の自治大学等中央研修経費につきまして

は、職員の人材育成や能力開発に関する研究費用を計上したものでございます。

次に、予算書３３ページの財産管理費の中ほどにございます庁舎管理特別経費につきましては、

宿直業務における入退庁管理や電話対応の向上を目的といたしまして、ドアホン対応機能つきの

コードレス電話機を設置する経費及び庁舎の非常用発電機のバッテリー交換の経費を計上したも

のでございます。

続きまして、予算書３５ページをお願いいたします。諸費の２行目にあります自治振興交付金

につきましては、各集落の活動を支援するために交付するよう措置したものでございます。

次に、３６ページをお願いいたします。上から８行目にあります広域連合負担金、消費者支援

対策費でございます。中部１全４町で消費生活センターを設置し、相談業務を行っておりますが、

今年度で国からの消費者行政交付金がなくなりますことから、本町分の負担といたしまして、対

前年比で約３２万予の増額となるものでございます。

次に、４０ページをお願いいたします。選挙費の町長・町議会議員選挙執行費につきましては、

今期定例会の議案として提案させていただきます選挙公営に係る経費を約８８５万予見込んだ額

を含めまして、必要な経費を計上しているものでございます。また、４１ページの衆議院議員選

挙執行費につきましては、時期は未定でございますが、その執行費として必要な経費を計上した

ものでございます。

このほか、７８ページから８４ページにかけましては、特別職、一般職の給与費明細書を掲載

しておりますので、御覧いただきたいと思います。

以上、総務課関係予算の細部説明でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（清水 成眞君） 次に、河村総務課参事。

○総務課参事（河村 明浩君） 総務課危機管理局所管の主な事業につきまして御説明申し上げま

す。

予算書は３４ページ、下段の交通安全対策費でございます。予算説明資料は２９ページからと

なります。三朝町交通安全協会及び交通安全指導員協議会等と連携をしながら、交通安全活動を
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推進し、交通事故の防止を図ることとしております。

続いて、予算書３６ページの防災諸費でございます。予算説明資料は３４ページでございます。

防災行政無線に関わる管理経費と鳥取県地域衛星ネットワーク等の保守経費を計上し、安定した

情報通信を行うものでございます。

続いて、予算書３６ページの下から３番目の三朝町空き家等撤去費全成事業についてでござい

ます。予算説明資料では３５ページです。管理不全と認定された家屋の所有者に対し、撤去され

る対象工事費について全成する費用を計上しております。次のブロック塀改修事業補全金でござ

います。予算説明資料は３６ページでございます。道路沿いの危険なブロック塀等の撤去、改修

をされる方に対し、工事費の一部を全成し、震災対策を行うものでございます。

続きまして、消防費でございます。予算書は６３ページの下段からの非常備消防費でございま

す。予算説明資料では４１ページからでございます。ここには、消防団運営経費、町消防の日の

開催経費、消防団員報酬、消防団の訓練研修などの活動費や、消防団員共済掛金、退職報償金負

担金などの非常備消防一般経費と各消防ポンプ操法大会に係る経費を計上させていただいており

まして、消防団を中核とした地域防災力の充実、強化を図ることとしております。

続きまして、予算書６４ページ中段、消防施設費でございます。予算説明資料では４６ページ

でございます。防災基盤整備事業、消防施設につきましては、若宮区と吉田区の防火水槽の整備

工事費と、三朝自動車班に配備しております消防ポンプ車が２０年を経過するため、更新する経

費を計上させていただいております。

最後に、予算書６４ページの下段の災害対策費でございます。予算説明資料では４７ページで

す。災害に備える連携備蓄品等の整備や、火災、台風、行方不明者の捜索等に係る対策経費を計

上しております。

以上、総務課危機管理局所管の主な事業について御説明をさせていただきました。どうぞよろ

しくお願いいたします。

○議長（清水 成眞君） しばらく休憩します。再開を１１時５分といたします。

午前１０時５６分休憩

午前１１時０４分再開

○議長（清水 成眞君） 再開いたします。

次に、青木地域振興監。

○地域振興監（青木 大雄君） 企画課が所管いたします一般会計予算につきまして、主なものに
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つきまして御説明申し上げます。

予算書の説明欄で説明をさせていただきます。予算説明資料では１４８ページから１６９ペー

ジに掲載をしておりますので、併せて御確認をいただきたいと思います。

それでは、予算書３２ページ、文書広報費でございます。１行目、広報・広聴活動一般経費で

すが、広報みささの発行及び日本海ケーブルネットワークのＬ字放送などのシステム利用料を計

上しております。またその下ですが、ホームページの管理料を計上しております。コロナ禍では、

ケーブルテレビやインターネットを活用した取組が進むことから、従来の手法に加えて、これら

の手法も活用しながら、課題となっております行政情報をはじめとする様々な地域情報の発信、

強化に取り組んでまいります。

続きまして、予算書３４ページ、企画費でございます。まず、２行目でございます電算端末機

器使用料ですが、鳥取県情報センターで行います電算処理システムのオンライン端末機器などに

係る経費を計上しております。次に、中ほどになりますが、行政ネットワーク管理費です。庁内

ＬＡＮやＬＧＷＡＮといった行政系のネットワークの維持管理費を計上いたしております。その

２行下になりますが、情報通信基盤設備改修事業（ＦＴＴＨ方式化）についてでございます。令

和２年度には、局舎から各家庭等の外壁へＶ－ＯＮＵを設置し、引込みを行いましたが、令和３

年度は宅内への切替え作業を行いまして、光ケーブルを使ったサービスの開始につなげてまいり

ます。ここでは、この切替え作業や従来の保安器と同軸ケーブルの撤去に要する経費を中心に関

係事業費を計上いたしております。財源につきましては、予算書６ページに記載しております過

疎対策事業債を予定しております。

次に、その下ですが、地域おこし協力隊事業費でございます。三朝温泉観光協会に配置をして

おります情報発信に取り組む地域おこし協力隊の活動費を計上しております。また、あわせまし

て外部人材の活用を推進する観点から、農業分野での隊員招致も目指しておりまして、招致に向

けての募集ですとか、マッチング、掘り起こしに係る経費も併せてここで計上いたしております。

次に、企画費の下から２段目でございます、地方創生推進事業についてでございます。第２期

の地方創生総合戦略の中で掲げましたテーマのうち、「温泉を活かした健康・町づくり」構想に

つきまして、調査、研究に係る経費を計上しております。

続きまして、予算書３５ページ、諸費についてでございます。まず、３行目でございます、集

落公民館建設等補全金についてでございます。ここでは、従来の集落公民館の改修に係る支援に

加えまして、新たな項目として集落放送の整備事業を加えております。無線方式の変更への対応

ですとか、施設の老朽化等に対して更新する際の支援をすることといたしております。
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次に、中ほどでございます、バス運行対策費補全金でございます。町内５系統の路線に対しま

して令和２年度の補全金の実績に基づき必要額を計上しております。令和２年度は、新型コロナ

ウイルス感染症の影響から補全金の総額が前年対比で約９００万予ほどの増額となっておりまし

て、そのことを踏まえての計上でございます。令和３年度におきましても、引き続きコロナの影

響が路線バスの運行にも何らかの影響を及ぼすものと予想をしておるところでございます。

次に、予算書３６ページ、中ほどになります、公共交通再編実施事業及び町有償運送運行事業、

有償運送車両管理費を計上しております。ここでは、令和３年１０月に再編を目指しております

公共交通につきまして、これら３つの事業予算を使い、その準備と運行を進めようとするもので

ございます。道路運送法７９条に規定されております町有償運送により公共交通の再編に取り組

むものでございまして、三朝町地域公共交通協議会等の検討を踏まえて、町有償運送方式を採用

しようとするものでございます。

個別の事業の内容ですが、公共交通再編実施事業につきましては、国の全成を受けまして車両

を整備するほか、ミーティングポイントの表示でありますとか運行の周知等、準備のための経費

を計上しております。

次の町有償運送運行事業及び車両管理費でございますが、こちらでは、実際の運行に係る業務

委託費と車両管理費を計上いたしております。年間の委託費につきまして積算した後に、１０月

以降ということで、全年分ということでの計上となっております。

続きまして、予算書３７ページ、地域振興対策費でございます。

まず、上から地域協議会の関係になろうかと思いますが、自立推進員の報酬、地域協議会パワ

ーアップ交付金、地域活動チャレンジ補全金などを計上しております。引き続き、地域協議会の

活動を支援していきたいというふうに思っております。

それから、その下になりますが、住民活動を支援する事業として、三朝町まちづくり振興事業

並びに“みささ”する実践交付金を計上いたしております。まちづくりに向けて、住民活動の活

性化につなげようとするものでございます。

なお、ここで、ここの中にですが、空き校舎の活用に向けて、都全部で開催されますマッチン

グイベント等への参加に係る経費も併せて計上しておりまして、ＰＲに取り組んでいきたいとい

うふうに思っております。

続きまして、予算書は３７ページ、文化ホール費でございます。文化ホール運営費並びに施設

管理費について計上しておりまして、年次計画を立てながら、施設の維持、修繕を含めて取り組

むことといたしております。
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続きまして、予算書４２ページ、統計調査費を計上しております。予定されております統計調

査に係る経費を見込むものでございます。

続きまして、少し先になりますが、地域の拠点施設についてですが、予算書５４ページ、農林

研修施設等管理費でございます。小鹿地区と三徳地区の多目的研修会施設の管理経費を計上して

おります。

それから、予算書７０ページから７１ページにかけて、公民館費でございます。三朝、高勢、

賀茂、竹田地区の各公民館の施設の管理費を計上するほか、竹田公民館の耐震・改修工事を２年

度からの繰越事業、また３年度の予算として、高勢地区の多目的ホール新築事業を予定し、必要

経費を計上いたしております。

以上、企画課が所管いたします令和３年度一般会計予算でございます。どうぞよろしくお願い

いたします。

○議長（清水 成眞君） 次に、朝倉町民課長。

○町民課長（朝倉 紀夫君） 町民課が所管いたします事業について、主なものについて御説明申

し上げます。

まず、税務係所管分を予算書の説明欄で説明させていただきます。

初めに、歳入です。予算書の８ページを御覧ください。予算説明資料では１５ページでござい

ますので、併せて御確認ください。

町税を約５予 ２３０万予余りとし、前年度に比べ約 ４８０万予の減額を見込んでおります。 

その内訳として、予算書１０ページから１１ページに各税目の明細を掲げております。

町民税では、個人町民税においては、新型コロナウイルスの影響により所得の減少が見込まれ、

また、法人町民税においても課税の基礎となる法人税額の減少が見込まれ、昨年度当初予算と比

べ減額を見込んでおります。固定資産税は、３年ごとに行われる評価替えの影響と新型コロナウ

イルスの影響による減免申請があったため、減額となります。軽自動車税はほぼ前年並みです。

たばこ税は、喫煙者の減少が見込まれ、減額となります。入湯税は新型コロナウイルスの影響に

より、宿泊客の大幅な減少が見込まれ、減額となります。

次に、歳出でございますが、予算書は３８ページからでございます。予算説明資料では５８ペ

ージから５９ページでございますので、併せて御確認ください。

まず、予算書は３８ページ下段から３９ページ上段でございます。

税務総務費と賦課徴収費のそれぞれの事業経費を計上しています。そのうち、税務総務費の固

定資産評価業務費は、令和６年度の評価替えに向けて、標準値の見直し及び課税の全正化を図る
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経費を計上したものでございます。また、税務事務電算処理委託費には、通常の委託費以外にシ

ステム改修費を計上しています。

続きまして、町民環境係所管分です。予算書は３９ページ下段からでございます。予算説明資

料は６０ページから６５ページでございますので、併せて御確認ください。

まず、予算書３９ページ下段でございます。

戸籍住民基本台帳費では、戸籍住民基本台帳を整備、登録し、公証する経費と戸籍住民基本台

帳システムの運用に係る経費です。社会保障・税番号制度関係事業費は、マイナンバーカードの

申請、発行に係る経費を計上しております。

次に、はぐっていただき、予算書４９ページでございます。

予防費と環境保全対策費では、予防及び環境に関する一般経費と、環境教育、啓発活動等に係

る経費を計上しております。また、不法投棄対策処理事業、こどもエコクラブ活動事業、太陽光

発電等普及促進事業補全金は、環境に優しいまちづくりを推進するために全成するものでござい

ます。

続きまして、予算書５１ページでございます。

じんかい処理費は、ごみ処理に係る経費で、町内のごみ収集運搬経費やごみ袋の作成費、集落

のごみ置場を整備する補全、ごみの減量化や再資源化を進めるための経費を計上しております。

最後に、子ども支援室の所管分です。

予算書は、戻っていただいて、４６ページからでございます。予算説明資料は、６６ページか

ら７８ページでございますので、併せて御確認ください。

予算書４６ページ下段から４７ページ上段、児童福祉総務費のうち病後児保育、休日保育、子

育て支援センター事業など、子ども支援に関する経費を計上しています。

次に、４７ページ下段から４８ページ上段の保育所費については、それぞれの保育所等の運営

費等を計上しております。新規事業として、みささこども園を対象として、保育所等におけるＩ

ＣＴ化推進事業に係る経費を計上しております。これは、情報をデータ化し、保育士等で共有し、

保護者等への連絡のペーパーレス化等により、保育士の業務負担軽減を図る事業となります。

最後に４８ページ中段には、児童手当給付に関する経費を計上しております。

以上が、町民課所管の主な事業でございます。どうぞよろしくお願いします。

○議長（清水 成眞君） 次に、矢吹健康福祉課長。

○健康福祉課長（矢吹 和美君） 健康福祉課が所管します主な予算について御説明を申し上げま

す。
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初めに、福祉推進係所管分を予算書で説明をさせていただきます。予算書の説明欄に沿って説

明をさせていただきます。

予算書４２ページ下段、民生費、社会福祉費からです。予算説明資料は８６ページからでござ

いますので、併せて御覧ください。

４３ページ上から２事業目、慰霊祭関係費ですが、令和３年度の慰霊祭は、現在のところでは

４月８日木曜日に、今年度同様、規模を縮小して開催する予定としております。

中ほどより少し上、福祉のまちづくり推進事業補全金は、今年度までは建設水道課予算となっ

ておりましたが、令和３年度からは健康福祉課の予算となっております。

４４ページ、１事業目の自立支援協議会事業から、４５ページにかけましては、障害のある方

の自宅での支援、施設等への通所と施設入所を支援するための経費を計上しております。

中ほど少し上の障害者等特例介護給付費ですが、事業内容としては、２つ上の障害者等ホーム

ヘルプサービス事業と同じですが、事業所の種類が指定事業所から基準該当事業所に変更される

事業所がございまして、支出科目を分けて計上しております。

４４ページの下から３事業目の日常生活用具給付費ですが、令和３年度から視覚障害者の方を

対象としまして、スマートフォンとスマートフォンの操作補全用具を三朝町の日常生活用具に加

えることとしております。

４４ページ、上から６事業目の社会福祉協議会補全金は、社会福祉協議会への福祉センターの

管理委託費と地域支援事業に係る補全金です。

４５ページ、老人福祉費では、長寿者のお祝い事業や敬老会開催の集落への補全、高齢者への

交通費等の支援に係る経費を計上しております。一番下の訪問介護サービス支援事業補全金は、

新規事業となりますが、町内の訪問介護事業所の事業継続の維持を支援するため、事業所への補

全金となります。財源は過疎債で、過疎債の交付税措置７０％を考慮しました町負担分の３０％

の２分の１を県からの補全となります。

続きまして、特別医療対策費では、障害者、子供、独り親家庭などを対象とした医療費全成で

ございます。町単独分は、県の給付の対象とならない軽度の障害者で住民税が非課税の世帯等へ

の給付を行うものです。

４６ページ、社会福祉施設費ですが、福祉センター駐車場用地購入費では、平成４年から借地

契約をしております福祉センター駐車場用地を購入するものです。

４７ページの民生費、児童福祉費の放課後等デイサービス事業以下の５事業につきましては、

１８歳以下の障害児の通所や施設利用等を支援する事業の経費を計上しております。
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次に、健康対策係の所管分について説明をさせていただきます。

予算書は４８ページ下段、衛生費・保健衛生費からでございます。予算説明資料はページを戻

っていただきまして、７９ページからでございます。

４事業目の新型コロナウイルス感染症対策医療機関等支援交付金事業につきましては、長期化

しております新型コロナウイルス感染症対策により影響を受けている町内の医療機関及び老人介

護施設に、地域医療、介護の維持を支える支援として交付金を交付するものです。

４９ページの予防費ですが、予防接種費は、定期予防接種１３種類及び任意予防接種２種類に

係る費用を計上しております。

４９ページ下段からが、母子保健事業となります。

５０ページの上から４事業目ですが、三朝町ネウボラ事業は妊娠期から子育て期に対しまして、

切れ目のない支援の強化を図ることを目的としております。子育て支援センターを拠点としまし

て、相談事業の充実と親御さん同士の交流を図り、地域での子育てを支えていきたいと思ってお

ります。

次の健康対策費ですが、２事業目のがん早期発見推進事業では、がん検診受診率の向上と、早

期発見、早期治療につなげるために、各種がん検診ごとに特定年齢の方へ無料クーポン券を送付

しております。

８事業目の保健師・栄養士活動経費ですが、令和３年度から鳥取県後期高齢者医療保険広域連

合からの委託事業の、高齢者と介護予防の一体的実施という事業に取組をします。これは、保健

師、栄養士によります個別の訪問指導と通いの場やサロン事業での健康教室等での保健指導を実

施する事業でございます。

一番下の健康づくり応援事業では、各種健康講演会、歯科学習会、ノルディックウォーク事業

や健康福祉フェアを開催しまして、広く町民の健康づくり、疾病予防、病気の早期発見等を呼び

かけまして、町民の健康意識の向上を図ってまいりたいと思います。

以上、健康福祉課所管の細部説明でございます。どうぞよろしくお願いします。

○議長（清水 成眞君） 次に、安田農林課長。

○農林課長（安田 寛君） 所管しております農業委員会・農林課の主なものにつきまして、続

けて説明させていただきます。

初めに、農業委員会所管の主なものにつきまして説明します。

予算書は５１ページ、予算説明資料は１４５ページから１４７ページを御覧ください。

予算書５１ページ、農業委員会費、農業委員会一般活動費でございます。ここでは、農地法な
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どの法令業務案件の処理を行うための毎月の総会開催経費、農業委員会活動に要する経費を計上

させていただいております。

続いての農業委員会等報酬につきましては、条例に基づきます委員報酬額と国から交付されま

す農地利用最全化交付金について計上させていただいております。

続いての農地中間管理集積支援事業につきましては、農地パトロール及び会計年度任用職員報

酬のほか、所要の経費を計上しております。

以上、農業委員会所管の事業について説明させていただきました。

続きまして、農林課が所管する主なものについて説明させていただきます。

予算書は５２ページから５６ページ、予算説明資料では１３０ページから１４４ページに掲載

しておりますので、御確認いただきたいと思います。

それでは、予算書５３ページ、農業振興費です。

説明欄の上から２行目を御覧ください。水田農業サポート事業です。昨年度からグリーンサー

ビス運営補全金の名称を見直し、事業名を水田農業サポート事業に変更しています。グリーンサ

ービスの主な事業であります水田受託事業や三朝米・神倉大豆の栽培支援事業など、業務に関わ

る支援を行うことで、町内の保全が必要な農地の荒廃防止と地域農業の振興につなげていこうと

するものでございます。

次に、その下、担い手農家支援事業です。地域の農地、農業を維持しようと努力する農家や新

規就農者を町の水田農業の担い手として位置づけ、こうした方々の営農活動を支援することによ

って、中山間農地の維持と新規就農者の育成を目指そうとするものでございます。

続いて、上から５行目、多面的機能支払交付金事業です。令和２年度に５年間を計画期間とす

る本事業を３２の集落でスタートしておりまして、老朽化した水路の改修や農道の補修など、農

地の維持に大きな役割を果たしております。本町で一本化しています広域化組織と連携を図りな

がら、農地維持、管理のため交付金の有効活用につなげていきたいと思っております。

続きまして、上から１１行目、三朝の特産物振興加速化プロジェクトです。三朝米と三朝神倉

大豆の生産と販路拡大の活動を充実させようとするものでございます。本町の特産品をＰＲし、

ブランド価値を高め、有利販売と生産拡大によって、農家の所得向上を目指すとともに、農地の

有効活用を図るため、神倉大豆に次ぐ新規作物の可能性についても、本予算内で検討してまいり

たいと思っております。

その下の項目、中山間地域等直接支払交付金です。こちらも令和２年度から第５期の対策が３

５の協定でスタートしています。人・農地プランの実質化と交付金の有効活用に向け、集落と話
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合いを重ね、農地維持の取組を進めていきます。

次に、中ほどから下の項目でございます。有害鳥獣対策事業でございます。鳥獣による農作物

被害を抑えるため、集落で連携して取り組みます侵入防止柵の設置に係る補全金を計上したほか、

増加傾向にありますニホンジカによる農作物被害を抑えるため、鹿の捕獲奨励金を引き上げ、捕

獲頭数アップにつなげるものでございます。野生鳥獣による農作物被害を減らすため、地域、農

家、ハンターの取組を応援していくこととしております。

続きまして、畜産業費についてでございます。説明欄の下から２行目を御覧ください。

和牛振興総合対策事業ですが、和牛農家の経営安定のため、和牛を飼育する担い手農家が行う

優良な雌牛の導入を支援するものでございます。

続きまして、予算書５６ページ、林業振興費についてでございます。

下から６行目、森林管理システム事業費についてです。森林経営管理制度に基づきまして、手

入れが遅れております山林に対して、今後、どのように森林整備を進めていきたいのか山林所有

者に確認した上で、森林の整備を進めようとするもので、意向を確認した後は、境界確認や施業

の計画の策定を年次的に行いまして、森林施業の実施につなげていこうとするものでございます。

次に、下から４行目、未来につなぐ森づくり事業についてでございます。森林環境譲与税の活

用事業として、搬出間伐の促進を図るための支援や、森林資源の活用研修、森林の大切さを啓発

する木育事業などを実施し、将来にわたって町内の森林資源を育て、守り、生かす活動に取り組

む事業として実施しようとするものでございます。

続いて、その下、荒廃地林地化促進モデル事業ですが、昨年に引き続きまして、荒廃により非

農地化した土地に新植を行いまして、土地の有効活用を図ろうとするものでございます。

以上、農林課・農業委員会が所管します予算について、概要を申し上げました。どうぞよろし

くお願いいたします。

○議長（清水 成眞君） 次に、大村観光交流課長。

○観光交流課長（大村真優美君） 観光交流課の予算のうち、主なものについて説明をさせていた

だきます。

予算書は３４ページからです。予算説明資料は１７０ページからですので、併せて御覧くださ

い。

それでは、予算書３４ページ、上から６つ目の国際交流員活動費は、現在の交流員の５年目任

期が７月末で満了するところですが、新型コロナウイルス感染症の影響により全国的に新しい交

流員が着任できていない現状から、特例措置としてさらに１年間の任用が可能となったため、現
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交流員を継続雇用するための経費を計上しています。

次に、３７ページ、地域振興対策費のふるさと応援次次金は、次次金額を ０００万予と見込

んでおり、返礼品代金やポータルサイト利用手数料などを計上しています。

次に、３８ページの移住定住促進事業では、人口減少が進む地域への移住定住を促進するため、

都全計画区域外へ新たに住宅を新築、購入等される方に対しての補全上限額を⒈５倍に引き上げ

ることとしています。

次に、少し飛びますが、５８ページ、２つ目からの創業支援事業補全金、新事業チャレンジ応

援補全金、中山間地域買物支援事業費補全金の３事業は、新たに創業を希望される方や、新しい

取組に挑戦する町内事業者を支援するため、初期投資に係る経費に対して全成をするものです。

次の事業継続支援交付金は、長期化するコロナ禍の影響により売上げが減少している事業所を支

援するため、交付金を交付するものです。

次に、観光費の３つ目、観光施設特別経費は、三朝高原公衆トイレの撤去や三朝橋の投光器取

替えなどを行うものです。キュリー広場再整備事業では、広場の外周とステージ両横のインター

ロッキング整備を予定しています。小鹿渓活用整備事業では、もみじの里駐車場からの遊歩道入

り口付近や木橋、階段の補修、支障木の撤去などを予定しています。

次に、５９ページの観光費の一番下の３事業は、新型コロナウイルス感染症対策として、町内

の観光商工業者を支援するため、誘客キャンペーンや指定管理施設の支援、観光３団体の会費相

当額補全などを計上しています。

以上です。よろしくお願いします。

○議長（清水 成眞君） 次に、藤井建設水道課長。

○建設水道課長（藤井 和正君） 建設水道課が所管いたします予算につきまして、主なものを説

明させていただきます。

予算書の説明欄に沿って説明させていただきますが、予算説明資料は１０８ページから１２９

ページに掲載していますので、併せて御覧いただきたいと思います。

それでは、予算書５４ページをお願いいたします。農林水産業費、農業費、一番上の農業農村

整備事業費（単県）でございます。令和３年度は、集落から要望のあった高橋・小河内・若宮の

水路の改修、屋敷井出水路の改修検討及び林道小鹿線・林道滝ノ奥線の修繕を予定しております。

その４つ下、農免農道管理費につきましては、地元で対応していただいている草刈り手数料単

価の増額及び吉田地内ののり面崩落土砂の撤去を予定しております。

予算書５５ページお願いします。地籍調査費の上から２つ目、地籍調査事業費につきましては、
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計画的に進めています地籍調査を継続して行うこととしており、継続５地区、新規７地区を予定

しております。

１ページ飛びまして、５７ページをお願いします。林道費の一番上、林道管理費につきまして

は、農免農道管理費と同様に、草刈り手数料単価の増額及び林道の側溝清掃を３路線追加する予

定としております。

その下、林道施設ＰＣＢ廃棄物処理促進対策事業につきましては、鉄製の橋の塗装に使用され

ている可能性があるＰＣＢ廃棄物の処理は、令和８年度までに処理することが法律で義務づけら

れており、林道余川線の２橋について、塗装成分の分析調査費用を計上しております。

２ページめくっていただき、６０ページをお願いします。一番下、道路維持費の道路維持修繕

費につきましては、草刈り手数料単価の増額ほか、側溝清掃などの地元対応の可否について、昨

年末に確認させていただいた結果を踏まえた予算を計上しております。また、修繕が必要な横断

溝などの工事請負費のほか、緊急を要する修繕に対応できる費用を計上しております。

６１ページ一番上の除雪経費につきましては、下畑集落消雪装置のバルブが老朽化により操作

できない状況となっているため、令和２年度に引き続き、その修繕を行うとともに、町道路線除

雪の地域委託を考えており、その経費を計上しているものでございます。

次に、中ほど道路新設改良費の１つ目、集落生活道路整備事業補全金につきましては、集落か

ら要望のありました吉田・吉尾・久原の３集落に対して補全する費用を計上しております。

めくっていただき、６２ページをお願いします。中ほど、河川総務費の３つ目、急傾斜地崩壊

対策事業（単町）につきましては、鳥取県が徳本地区で実施しています県営急傾斜地崩壊対策事

業のうち、町営住宅部分を対象とした区域は、町営事業で実施する必要がありますが、県工事と

一緒に発注していただくよう、工事に必要な工事費などを委託するものでございます。

６３ページ中ほど、住宅管理費の上から２つ目、住宅維持修繕費につきましては、その下の社

会資本整備総合交付金事業（町営住宅長寿命化）を予定しています徳本団地、１号から１０号及

び３１号から３６号の７棟１４軒の長寿命化として、サッシ・断熱・電気設備の改修工事と同時

に行いますその他の修繕費を計上しているほか、三朝町住民ネットワーク光化事業に伴う電源確

保工事と入居者の退去時に実施する修繕費用を計上しております。その２つ下、町営住宅払下事

業費につきましては、徳本団地の入居者から払下げの相談を受けており、払下げ価格の算定に必

要な土地評価及び土地の分筆登記に必要な費用を計上しているものでございます。

少し飛びますが、７４ページをお願いします。下段、災害復旧費の補全災害復旧事業（農地）

から、７５ページの上から３つ目、地域共同施設災害復旧事業までにつきましては、農地や道路

－２６－



など災害発生時に迅速に対応できるよう、予算を計上したいものでございます。

以上が、建設水道課所管に係ります主なものでございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（清水 成眞君） 次に、山中教育総務課長。

○教育総務課長（山中 恵子君） 教育総務課所管の主な事業につきまして、予算説明資料で説明

いたします。予算説明資料は１８４ページから１９８ページでございます。予算書のページは、

予算説明資料の左上に示させていただいております。

まず、予算説明資料１８４ページ、中学生手作り訪仏事業でございますが、令和２年度は新型

コロナウイルス感染症の影響により派遣ができておりません。派遣時期は秋を予定しております。

その下、台中全石岡区との中学生相互交流事業でございます。訪仏事業と同じく新型コロナウイ

ルス感染症の影響により事業を行っておりません。受入れ時期につきましては７月、派遣につき

ましては秋を予定しております。両事業とも新型コロナウイルス感染症の状況により実施の判断

をしていきたいと考えておるところでございます。

続きまして、１８５ページ、放課後児童対策費でございますが、町内３か所に学童クラブを開

設しております。三朝西学童クラブは直営で運営する経費、三朝東学童クラブは三徳地域協議会

への委託料を計上しております。三朝南学童クラブは、これまで竹田地域協議会に委託をしてお

りましたが、令和３年度新学期からは西学童クラブに統合することとしており、経過措置として

春休みの経費のみを計上しております。

続きまして、１８７ページ、学力アップ土曜学習事業でございます。中学生は学力向上事業、

小学生は地域学習を開催しておりましたが、令和３年度から小学生は社会教育で対応することと

し、中学生のみを対象とした事業を行うこととしております。

同じく１８７ページ、三朝町教育ＩＣＴ学びの充実推進事業でございます。教育におけるＩＣ

Ｔを基盤とした先進技術等の効果的な活用を図るため、１人１台端末及び高速大容量の通信ネッ

トワークの整備が２月末に完了いたしました。子供たちがＩＣＴを全切かつ効果的に活用できる

よう、技術支援を行うＩＣＴ支援員の配置、新たに授業の後方支援、マニュアル作り等を行うＧ

ＩＧＡスクールサポーターの配置、研修の実施等を行い、指導体制の充実を図っていきたいと考

えており、その経費を計上しております。

続きまして、説明資料１９０ページ、小学校外国語指導全手活動費でございます。アメリカか

ら、令和３年２月に１名来日予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の関係で、まだ来日が決

まっておりません。令和３年度、１名配置予定です。

続きまして、１９１ページ、小学校施設改修費、現在、小学校玄関ポーチ屋根が水漏れのため
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コンクリートが腐食し、落下防止のため網を張り安全の確保を行っている状況ですので、令和３

年度に改修工事を行う経費を計上しております。

同じく１９１ページ、小学校施設整備事業費でございます。令和２年度債務負担行為を設定し

ましたが、新たな小学校施設整備に向けた実施設計業務委託費、測量調査業務、次宿舎のアスベ

スト含有調査費でございます。実施設計業務、測量調査業務につきましては、２月に入札を行い、

業者が決定しております。実施設計業務は令和４年３月末に完了予定です。

続いて、１９２ページ、小学校ＧＩＧＡスクール構想整備費でございます。国が進めるＧＩＧ

Ａスクール構想の実現に向け、小学生の児童１人に１台のタブレットを令和２年度に整備しまし

た。その２３６台のリース料でございます。

続いて、１９６ページ、中学校ＯＡ機器等備品整備費でございます。特別支援教室にタッチデ

ィスプレー３教室分と校務用パソコン更新費の費用でございます。

同じく１９６ページ、中学校ＧＩＧＡスクール構想整備費でございます。先ほどの小学生と同

様、中学校の生徒タブレットのリース料１７７台分でございます。

最後に、説明資料１９８ページ、調理センター一般経費でございます。調理センターの運営経

費、会計年度職員の人件費や光熱水費等について計上しております。

以上です。どうぞよろしくお願いします。

○議長（清水 成眞君） 次に、山本社会教育課長。

○社会教育課長（山本 達哉君） 社会教育課が所管しております予算について、予算書に沿って

主なものを御説明を申し上げます。なお、一つ一つの事業につきましては、予算説明資料１９９

ページから２１１ページに掲載しておりますので、併せて御確認ください。

それでは、予算書の４３ページを御覧ください。社会福祉総務費についてでございます。説明

欄の下から７番目、人権啓発講演会等事業でございます。県の委託事業を活用し、三朝町人権教

育講座と差別をなくする三朝町集会を開催するものでございます。

次に、予算書７０ページを御覧ください。

社会教育総務費についてでございます。説明欄上から１３段目のコミュニティスクール推進事

業でございます。コミュニティ・スクールとは、学校と地域住民による学校運営協議会を組織を

し、学校運営や必要な支援に関する協議を行い、地域と学校で連携しながら子供たちを育ててい

こうとするものございます。国が全国的に進めておりますこのコミュニティ・スクールの導入に

向けた準備委員会等の会議の開催経費を計上しております。

それから、同欄下から、説明欄４段目、三朝町・城陽全文化スポーツ交流事業ですが、隔年で
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双方の町に小学生を派遣して、交流を行っておりますが、令和３年度は城陽全の児童を三朝町に

受け入れる予定としております。

次ページ、予算書７１ページでございます。

文化費については、町文化団体連絡協議会の活動の支援として、町の芸能文化祭の開催の支援、

それから小・中学生対象の読書感想文コンクール、絵画コンクールの経費、それから山口恵梨子

杯の将棋大会の開催経費を計上させていただいております。

続いて、文化財調査費についてでございます。８段目の三徳山遺跡発掘調査等事業では、継続

的に実施をしております神倉地内のほかに、県道鳥取鹿野倉吉線坂本バイパス予定地について、

発掘調査を実施するものでございます。名勝及び史跡三徳山史跡等買上げ事業では、名勝及び史

跡三徳山の保存を目的に、指定地内の民有地の買上げを行っているものでございます。令和３年

度は、最終年度として、成地内の土地と立ち木の買上げの計画をしております。

それから、下段、町指定保護文化財保存・保護事業費補全金につきましては、依山楼岩崎庭園

の茶室の屋根養生工事に対して補全金を交付するものでございます。

最後に、予算書、飛びますが、７３ページ、保健体育総務費でございます。説明欄の中段、東

京２０２０オリンピック・パラリンピック聖火リレー実施事業でございます。これは、５月２２

日の土曜日に本町で開催が予定されておりますオリンピック聖火リレーの警備員やボランティア

スタッフに係る経費等を計上したものです。

以上、社会教育課所管に係ります主なものを説明させていただきました。どうぞよろしくお願

いをいたします。

○議長（清水 成眞君） 次に、新図書館長。

○図書館長（新 寛君） 図書館が所管する主な予算について、御説明申し上げます。

予算書で説明させていただきます。予算書の７２ページでございます。予算説明資料では、２

１２、２１３ページに記載しておりますので、併せて御確認いただければと思います。

予算書７２ページ、教育費、社会教育費、図書館費でございます。図書館は、町民の生涯学習

の拠点施設として、町民の生活に役立つ情報の提供と、子供から高齢者までの皆さんの生活に図

書館を取り入れてもらうよう活動を進めてまいりたいと思います。

図書館一般管理費では、会計年度任用職員５名を雇用し、利用者の皆さんへのサービスの充実

と予滑な事務処理を引き続き実施してまいります。町民皆様の作品展示と併せての特別展示や暮

らしに役立つ講演会の開催を計画しております。

図書等整備費では、平成２８年度に導入しました現在の図書館システムの保証期間が令和３年
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１０月末で切れることにより、そのネットワーク接続に係るソフト等の更新を行います。

図書館施設一般管理費では、全正な維持管理と長寿命化のための業務を委託する経費を計上い

たしております。

以上が図書館予算の細部説明でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（清水 成眞君） 以上で、議案第３号、令和３年度三朝町一般会計予算に関する細部説明

を終わります。

しばらく休憩します。再開を１３時１０分といたします。

午前１１時５５分休憩

午後 １時０８分再開

○議長（清水 成眞君） 再開いたします。

続いて、議案第４号、令和３年度三朝町国民健康保険事業特別会計予算、議案第５号、令和３

年度三朝町後期高齢者医療事業特別会計予算、議案第６号、令和３年度三朝町介護保険事業特別

会計予算について、矢吹健康福祉課長。

○健康福祉課長（矢吹 和美君） 議案第４号、令和３年度三朝町国民健康保険事業特別会計予算

について、予算書により説明をさせていただきます。予算説明資料は２１４ページです。併せて

御覧ください。

予算書３ページの歳入歳出予算事項別明細書を御覧ください。令和３年度の歳入歳出予算額は

それぞれ７予 ３９６万予でございます。今年度は、新型コロナウイルスの影響による被保険者

の受診控え等の影響もあり、国保の診療件数、金額とも前年度と比較して減っている状況です。

令和３年度の予算については、２年度の医療費の状況も踏まえて予算計上しておりますので、前

年度と比較しまして大きく減っている状況でございます。

初めに、歳入から説明します。４ページを御覧ください。国民健康保険税は、現年度分の徴収

率を９７％見込み、１予 １０３万予を計上しております。

県支出金については、歳出の保険給付費の財源となる部分で、５予 ４７０万 ０００予とな 

っております。

繰入金については、一般会計からの繰入れはそれぞれ基準に沿ったものであり、 ７２３万 

０００予となっております。

次に、歳出につきましては、予算書７ページからでございます。８ページの保険給付費につい

ては、療養諸費として５予１２８万 ０００予、高額療養費に ７３７万予を計上しております。 
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９ページから１０ページは、鳥取県へ支払いをします国民健康保険事業納付金となります。

１０ページから１１ページの保健事業費では、特定健康診査や人間ドック等の検診費、各種疾

病予防講演会、ジェネリック医薬品差額通知に取り組む事業費を計上しております。以上です。

続きまして、議案第５号、令和３年度三朝町後期高齢者医療事業特別会計予算について、予算

書により説明をさせていただきます。予算説明資料は２１５ページです。併せて御覧ください。

この会計は、鳥取県後期高齢者医療広域連合が保険者となって実施する７５歳以上の高齢者を

対象とする医療制度の保険料を収納し、一般会計からの繰入金と併せて広域連合に納付をする会

計です。

２ページの歳入歳出予算事項別明細書を御覧ください。歳入歳出予算の総額は、 ２７１万予

でございます。

３ページの歳入のうち、保険料収入を ８７９万 ０００予としております。繰入金の保険基 

盤安定繰入金 ６３１万 ０００予は、低所得者等の保険料軽減相当分の見込額であります。 

５ページが歳出でございます。後期高齢者医療広域連合納付金 ０７３万 ０００予は、町で 

徴収します保険料と保険料軽減額相当分などを広域連合に納付をするものでございます。以上で

ございます。

続きまして、議案第６号、令和３年度三朝町介護保険事業特別会計予算について、予算書で説

明をさせていただきます。予算説明資料は２１６ページですので、併せて御覧ください。

予算書３ページの歳入歳出予算事項別明細書を御覧ください。歳入歳出予算の総額は、それぞ

れ１１予 ７１０万予です。

初めに、歳入から説明をします。４ページを御覧ください。介護保険料は、三朝町高齢者福祉

計画・第８期介護保険事業計画を基に、保険料収入を１予 ７００万予としております。保険料

基準額については、第７期計画と同額で設定をしております。以下、国庫支出金等、それぞれの

定められた負担割合で予算計上をしております。

６ページから７ページの一般会計繰入金のうち低所得者保険料軽減繰入金が、前年度と比べま

して５７０万 ０００予増額となっておりますが、これは、令和２年度から低所得者軽減割合が

大きくなったことによるものです。

歳出は９ページからです。１０ページ、真ん中以降が保険給付費です。介護サービス等諸費が、

要介護１から５までの方、介護予防サービス等諸費が要支援１・２の方の給付費となります。

１２ページの包括的支援事業・任意事業費では、包括支援センターの運営に係る経費などを計

上しております。
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１２ページ下段から１３ページにかけて、介護予防・生活支援サービス事業は要支援１・２と

事業対象者の訪問介護や通所介護、訪問型サービスとして、シルバー人材センターによる掃除や

洗濯などの生活支援、介護予防事業に係る経費等を計上しております。

以上です。よろしくお願いします。

○議長（清水 成眞君） 議案第７号、令和３年度三朝町簡易水道事業特別会計予算、議案第８号、

令和３年度三朝町温泉配湯事業特別会計予算、議案第９号、令和３年度三朝町下水道事業特別会

計予算、議案第１０号、令和３年度三朝町集落排水処理事業特別会計予算について、藤井建設水

道課長。

○建設水道課長（藤井 和正君） 議案第７号、令和３年度三朝町簡易水道事業特別会計予算につ

いて説明させていただきます。予算書で説明させていただきますが、予算説明資料は２１７ペー

ジですので、併せて御覧いただきたいと思います。

表紙をめくっていただき、令和３年度の予算の総額を歳入歳出それぞれ ０９０万予としてお

ります。

４ページをお願いいたします。歳入の主なものといたしまして、給水使用料の現年分及び滞納

繰越分を合わせて ８７６万 ０００予、一般会計繰入金として ６１２万 ０００予、簡易水   

道施設改修基金繰入金として５９０万予、及び５ページの簡易水道債として合計 ８１０万予を

予定しているところでございます。

めくっていただき６ページをお願いいたします。歳出の主なものといたしまして、一番上、簡

易水道管理一般経費につきましては、３５施設の施設管理費として ４５５万予。その３つ下、

公営企業会計移行事業につきましては、令和５年度の公営企業会計移行に向け、令和３年度は会

計システムの構築業務を予定しております。その２つ下、簡易水道改良事業につきましては、湯

谷簡易水道施設の老朽管更新、全谷簡易水道施設の大島橋部分の配水管凍結防止費用、そのほか

老朽化した減老老の修繕費用として ３１０万予を計上しております。以上でございます。

続きまして、議案第８号、令和３年度三朝町温泉配湯事業特別会計予算について、予算書に沿

って説明させていただきます。

表紙をめくっていただき、令和３年度の予算の総額を歳入歳出それぞれ ５６０万予としてお

ります。

４ページ、歳出から説明させていただきます。三朝町が所有する源泉から採取した温泉を、旅

館を中心とした供給施設に安定した温泉配湯を行うため、温泉配湯施設管理費として ３９７万

０００予を予定しているところでございます。
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３ページに戻っていただき、歳入の温泉配湯使用料につきましては、新型コロナウイルス感染

症の影響により２３１万 ０００予減少すると見込み、 ４５３万 ０００予を予定しています。  

不足する額としましては、財政調整基金からの繰入金７４万 ０００予を予定しているところで

ございます。以上でございます。

続きまして、議案第９号、令和３年度三朝町下水道事業特別会計予算について説明させていた

だきます。

表紙をめくっていただきまして、令和３年度の予算の総額を歳入歳出それぞれ３予 ３６０万

予としております。

５ページをお願いいたします。歳入の下水道使用料につきましては、コロナウイルス感染症の

影響により ７１６万 ０００予減少すると見込み、現年分及び滞納繰越分を合わせて１予 ０  

０４万 ０００予を予定しております。中ほど、防災・安全交付金事業補全金につきましては、

ストックマネジメント事業に係る補全金として ６５０万予、一般会計繰入金として１予 ４０ 

１万 ０００予、６ページの下水道債及び過疎対策事業債として ９７０万予を予定していると 

ころです。

歳出の主なものとしまして、７ページ上段、消費税及び地方消費税の支払いを含む一般管理経

費として４８０万 ０００予、下水道施設の管理費として、流域下水道維持管理負担金から公共

ます設置費まで ８１３万予、ページをめくっていただき、ま神川流域下水道公社が実施する事

業に係る負担金として ３２１万予、計画的に進めています下水道施設のストックマネジメント

事業に１予 ３６９万 ０００予、長期債償還の元金と利息を合わせて１予 ７７６万 ０００   

予を予定しているところでございます。以上でございます。

最後になりますが、議案第１０号、令和３年度三朝町集落排水処理事業特別会計予算について

説明させていただきます。

表紙をめくっていただき、令和３年度の予算の総額を歳入歳出それぞれ１予４００万予として

おります。

３ページをお願いいたします。歳入の主なものといたしまして、各排水処理施設の施設使用料

を合計としまして ９７２万 ０００予、一般会計繰入金として ３６７万 ０００予を予定し   

ております。

主な歳出としまして、４ページ上段、一般管理経費として２４１万 ０００予、中ほど、主水

ます設置費を含む各排水処理施設の施設管理費の合計として １２８万 ０００予、下段から次 

のページにかけて、公債費の元金と利息の合計としまして ８６９万 ０００予を予定していま 
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す。

以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（清水 成眞君） 議案第１１号、令和３年度三朝町財産区特別会計予算について、吉川財

政課長。

○財政課長（吉川 徹君） 議案第１１号、令和３年度三朝町財産区特別会計予算について御説

明申し上げます。

予算説明資料のほうで説明させていただきます。最後から２枚目の２２１ページに各財産区勘

定の歳入歳出予算の状況を一覧で掲載しております。

内容といたしましては、各財産区に設置されております管理会で行う基本的な財産管理経費を

計上しているほか、縁故使用地としての貸付け及び公共事業等による財産処分に伴う収益権者へ

の交付金等がそれぞれ措置されているところでございます。

以上が、令和３年度三朝町財産区特別会計の概要でございます。どうぞよろしくお願いします。

○議長（清水 成眞君） 議案第１２号、令和３年度三朝町水道事業会計予算について、藤井建設

水道課長。

○建設水道課長（藤井 和正君） 議案第１２号、令和３年度三朝町水道事業会計予算について説

明させていただきます。予算書で説明させていただきますが、予算説明資料は２２２ページでご

ざいます。

表紙をめくっていただき、第２条、業務の予定量といたしまして、給水戸数 ９５８戸、年間

総給水量６７万 ６４２立方メートル、１日平総給水量 ８４３立方メートル、建設改良事業費 

９１０万予を予定しているところでございます。

第３条、収益的収入及び支出の予定額につきましては、収入の水道事業収益として１予 ８０

０万、支出の水道事業費用として１予 ６８０万を予定しております。

予算の詳細につきましては、１８ページ、お願いします。費目明細書を御覧いただきたいと思

います。損益勘定の主なものといたしまして、収入の水道事業収益では、水道料金といたしまし

て ５７９万 ０００予、受託工事収益４７０万予、受託業務収益といたしまして ４４０万予  

を予定しております。営業外収益といたしましては、その他営業外収益の雑収益として工事負担

金を予定しております。

１９ページ、支出の水道事業費用につきましては、営業費用といたしまして、原水及び浄水費

６９６万 ０００予、配水及び給水費 ２６８万 ０００予、２０ページの受託工事費５００万  

予、総係費といたしまして、職員の人件費及びメーター検円などの手数料などで １５１万 ０ 
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００予、減価償０費として １０３万 ０００予を予定しております。 

営業外費用では、支払い利息２８０万 ０００予、予備費として３２８万 ０００予でござい 

ます。

めくっていただき、資本勘定でございます。支出の建設改良費といたしまして、本泉、片柴、

山田地内の老朽配水管山設替え工事及び水道・簡易水道法全化に伴うシステム構築費など ９１

０万予を予定しております。企業債の返還は３０５万 ０００予を予定しております。

表紙の次のページに戻っていただきまして、第４条、資本的収入及び支出について、資本的収

入額が資本的支出額に対して不足する４９０万予については、過年度分消費税及び地方消費税資

本的収支調整額で補填したいと考えております。

めくっていただきまして、第５条、企業債及び第６条、一時借入金の限度額等につきましては、

記載のとおりとしております。

第７条、議会の議決を経なければ流用することができない経費といたしまして、職員の人件費

及び交際費をそれぞれ計上しているところでございます。

以上、令和３年度三朝町水道事業会計予算の説明でございます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

○議長（清水 成眞君） 議案第１３号、令和３年度三朝町国民宿舎事業会計予算について、吉川

財政課長。

○財政課長（吉川 徹君） 議案第１３号、令和３年度三朝町国民宿舎事業会計予算について御

説明申し上げます。予算説明資料で説明申し上げます。予算説明資料の２２３ページになります。

平成２９年度から指定管理者による運営に移行したことから、この会計では、企業債等の償還、

指定管理料、減価償０費などの管理的経費を計上しております。収入といたしましては、事業収

入において、指定管理者からの納付金 ２００万予を計上したほか、資本的収入として、指定管

理制度の最終年度を迎えることから、可能な範囲で債務整理を進めるために一般会計からの出資

金２予 ４００万予を計上させていただいております。

新型コロナウイルス感染症の影響で、厳しい経営環境にありますが、当初方円の売０を基本と

しながら、指定管理期間終了後の運営形態につきまして、指定管理者と協議を進めてまいりたい

と思いますので、引き続き、御理解と御指導を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

以上が、令和３年度三朝町国民宿舎事業会計の概要でございます。どうぞよろしくお願いいた

します。

○議長（清水 成眞君） 議案第１４号、三朝町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自

－３５－



動車の使用等についての町費負担に関する条例の設定について、椎名総務課長。

○総務課長（椎名 克秀君） 議案第１４号、三朝町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動

用自動車の使用等についての町費負担に関する条例の設定につきまして説明申し上げます。議案

書は、１ページから３ページにかけてでございます。

町村の選挙における候補者に係る環境を改善することを目的に、公職選挙法が改正され、選挙

公営の対象が拡大されましたので、これに伴い本町の町議会議員選挙及び町長選挙におきまして

も、選挙運動に係る費用を選挙公営の対象とするため、本条例を制定するものでございます。

条例では、第１条で趣旨を、第２条で用語の定義を定め、第３条から第６条で、選挙運動用自

動車に係る公費負担契約の届出や公費負担の限度額を定めております。また、第７条から第９条

では、選挙運動用ビラについて定め、第１０条から第１２条では、選挙運動用ポスターについて、

それぞれ公費負担契約の届出や公費負担の限度額を定めるものでございます。そして、第１３条

では、三朝町選挙管理委員会への委任を規定し、公山の日から施行するものでございます。

以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○議長（清水 成眞君） 議案第１５号、三朝町調理センターの設置及び管理に関する条例の設定

について、山中教育総務課長。

○教育総務課長（山中 恵子君） 議案第１５号、三朝町調理センターの設置及び管理に関する条

例の設定について説明いたします。議案書５ページを御覧ください。

調理センターは、平成１４年に学校給食をはじめ、福祉給食等を供給することにより、青少年

教育、高齢者福祉等の推進に次与することを目的に設置いたしました。しかしながら、近年では、

学校給食以外の業務については、他の施設等で実施されており、調理センターは、学校給食業務

のみを行っておりますので、このたび施設の位置づけを明確にし、全切な管理運営を行っていこ

うとするものです。どうぞよろしくお願いします。

○議長（清水 成眞君） 議案第１６号、三朝町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例及び三朝町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正について、朝倉町民課長。

○町民課長（朝倉 紀夫君） 議案第１６号、三朝町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の運営に関する基準を定める条例及び三朝町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部改正について御説明申し上げます。議案書７ページから９ページを御覧ください。

改正の理由及び概要ですが、三朝町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例は、内閣府が定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関
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する基準を参酌し、町の条例で定めることとされています。また、三朝町家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例については、厚生労働省が定める家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準を参酌し、町の条例で定めることとされています。

このたび、内閣府が定める基準及び厚生労働省が定める基準の一部改正があったため、本町に

おいても、当該府令・省令と同様に改めることが全当であると判断し、同様の内容で改正するも

のでございます。

また、施行日は公山の日からでございます。

以上でございます。どうぞよろしくお願いします。

○議長（清水 成眞君） 議案第１７号、三朝町介護保険条例の一部改正について、矢吹健康福祉

課長。

○健康福祉課長（矢吹 和美君） 議案第１７号、三朝町介護保険条例の一部改正について御説明

申し上げます。議案書は１１ページから１２ページでございます。

介護保険条例の中で定められている介護保険料は、３年ごとに見直しをすることとなっており、

現在は、平成３０年度から令和２年度の保険料となっております。令和３年度から５年度までの

保険料は、高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画の中で設定することとされており、この計

画の中で、今後３年間の事業見込みを基に介護保険料を算定した結果、第７期計画と同額とする

ものです。

また、低所得者の保険料軽減を令和２年度に引き続き、令和３年度から５年度についても実施

をすることとしております。

以上です。よろしくお願いします。

○議長（清水 成眞君） 議案第１８号、三朝町被災者住宅再建等支援条例の一部改正について、

議案第１９号、三朝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例及び三朝町消防賞じ

ゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の廃止について、河村総務課参事。

○総務課参事（河村 明浩君） 議案第１８号、三朝町被災者住宅再建等支援条例の一部改正につ

いて御説明申し上げます。議案書１３ページからを御覧ください。

被災者生活再建支援法の一部が改正され、被災者生活再建支援金の支給の対象となる被災世帯

が拡大したことに伴い、鳥取県被災者住宅再建支援条例の一部が改正されたため、本町において

も所要の改正を行うものでございます。

改正の内容につきましては、１４ページの別表を御覧ください。

被災者住宅再建等支援金の対象事業のうち、全壊世帯の居宅に代わる住宅の建設または購入の
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対象者を、被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給対象とならないものの世帯主または当該

居宅の所有者に対して、交付額を国支援金の支給の対象となる場合にあっては、当該額から国支

援金額を控除した額とするものでございます。また、一部破損世帯の居宅に代わる住宅の建設ま

たは購入に対しても、３０万予まで交付することに改正するものでございます。

以上が、議案第１８号、三朝町被災者住宅再建等支援条例の一部改正の概要でございます。

続きまして、議案第１９号、三朝町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例及び

三朝町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例の廃止について御説明申し上げます。議案

書１７ページを御覧ください。

本２件の条例に基づいて、現在、町が行っている消防団員退職報償金等の事務について、令和

３年４月１日から鳥取県町村総合事務組合が県内町村の事務を共同処理することとなったため、

この２件の条例を廃止するものでございます。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

○議長（清水 成眞君） 議案第２０号、三朝町立福祉センターの指定管理者の指定について、矢

吹健康福祉課長。

○健康福祉課長（矢吹 和美君） 議案第２０号、三朝町立福祉センターの指定管理者の指定につ

いて御説明申し上げます。議案書の１９ページを御覧ください。

三朝町立福祉センターは、町民に対する福祉サービスを総合的に行う活動の拠点として、平成

４年に町が設置し、当初から三朝町社会福祉協議会が全正に管理運営を継続しております。

三朝町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例に基づき審査した結果、今後も全正

な管理運営が見込まれることから、社会福祉法人三朝町社会福祉協議会を福祉センターの指定管

理者として指定をするものです。

以上です。よろしくお願いします。

・ ・

○議長（清水 成眞君） 以上で、本日の日程は終了しました。

月曜日は、一般質問です。

本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。

午後１時３８分散会
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